平成２０年（ワ）第●号　不当利得返還請求事件
原　告　　　●●
被　告　　　●●
期日変更申立書
                               　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００８年(平成２０年)１０月２３日
千葉地方裁判所松戸支部民事部　御中
                    　原告訴訟代理人
                          弁　護　士　　　　 大　　　澤　　　一　　　郎
第１　頭書の事件は、次回期日が平成２０年●月●日午前１０時００分と指定されましたが、次の理由により、期日の変更の申立てをいたします。
記
　　訴外で合意成立のため（入金予定日１２月５日）
第２　なお、次回期日候補日は下記の日程でお願いいたします。
　　　１２月１５日以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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